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（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

第２６条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後
に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当と
なったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金
額（請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額を
いう。以下同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として
算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。）との差額のうち
変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなけ
ればならない。

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、
物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日
から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後
再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とある
のは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

全体スライドは千葉県建設工事請負契約書第２６条第１項から第４項に

規定された制度です。
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・ 協議により定める「基準日」から工期末までの

期間（＝「残工期」）が２ヶ月以上あること

・ 契約日から１２ヶ月を経過した工事

※ 複数回の全体スライドも可能

※ インフレスライドや単品スライドとも併用可能

（全体スライド・インフレスライド適用から12ヶ月経過が必要）

スライド協議を請求した日を基本
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Ｐ１：変動前残工事金額
（請負代金額から基準日における出来形数量に相応する

 請負代金額を控除した額）（税込）

Ｐ1 ＝ 変動前残工事の工事価格×請負費率×（１＋消費税率）

スライド額Ｓ ＝ [ Ｐ２ － Ｐ１ － (Ｐ１×１５／１０００) ]

受注者負担額

Ｐ２：変動後残工事金額
（変動後(基準日)の賃金又は物価等を基礎として
算出した（Ｐ１）に相当する額）（税込）

Ｐ2 ＝ 変動後残工事の工事価格×請負費率×（１＋消費税率）



千 葉 県
Chiba Prefectural Government４ 変更のイメージ

6

対象部分 （残工事部分） 対象外部分 （出来高部分）

・基準日（※１）以降に施工する部分
・基準日以降に購入する工事材料

（対象工事費＝請負代金額 – 既済部分請負代金額）

・基準日時点で施工済み部分
・基準日時点で現場搬入済みの
工事材料

対象外部分（出来高） 対象部分（残工事）

１４日以内 残工期２か月以上

契約日 請求日 基準日 工期末

【イメージ図】

請負代金額

残工事に対する
請負額の変動額 Ａ

変動前残工事額 Ｂ

※Ａ＞Ｂ×1.5%の場合のみ適用可能

受注者負担額 Ｂ×１．５％

スライド額 ＝Ａ－Ｂ×１．５％

１２か月以上

※１ 基準日：受注者がスライド協議を請求した日を基本とし、出来高を確認する日
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（様式1-1）工事請負契約書第２６条第１項から第４項
 までの規定による契約金額の変更（請求）

（様式1-2）概算スライド額調書

（様式2-1）工事請負契約書第２６条第３項に規定する
 基準日及び協議の開始の日（通知）

（様式3-1）工事請負契約書第２６条第２項及び第３項
 の規定によるスライド額（協議）

（様式3-2）承諾書
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様式1-1（受注者から増額を請求） 様式1-2（様式1-1の根拠として添付）
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様式2-1（発注者からスライド額協議開始日を通知）

「スライドの請求日」や
「基準日」ではなく、

 「様式3-1で協議を行う日」
であることに注意！
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様式3-1（発注者から変更金額を協議） 様式3-2（受注者から変更額を承諾）
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様式3-3（発注者からスライド額を通知） ※承諾書の提出がない場合
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■個別の工事における協議方法等について
各発注機関

■全体スライドの制度について
千葉県 技術管理課 技術情報班
TEL 043-223-3503
E-mail gijutu39@mz.pref.chiba.lg.jp

【関連ページ】全体スライド条項
https://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/nyuu-kei/kensetsukouji/kitei-
tsuuchi/zentai.html

https://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/nyuu-kei/kensetsukouji/kitei-tsuuchi/zentai.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/nyuu-kei/kensetsukouji/kitei-tsuuchi/zentai.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/nyuu-kei/kensetsukouji/kitei-tsuuchi/zentai.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/nyuu-kei/kensetsukouji/kitei-tsuuchi/zentai.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/nyuu-kei/kensetsukouji/kitei-tsuuchi/zentai.html
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